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● 平成26年度の事業運営について　理事長　尾㟢英俊
● 国保組合からのお知らせ 　　　○ 公示　組合規約(組合員の範囲)の一部改正

○ 平成26年度歳入歳出予算
○ 平成26年度国民健康保険保険料納付額告知
○ 70歳から74歳の方の自己負担割合について
○ 組合会議員の選任について
○ 健診のお知らせ

● 平成26年度 保健事業第1弾　“気ままに江の島散策”

平成26年度の
事業運営について

神奈川県薬剤師国民健康保険組合
理事長　尾㟢英俊

　組合員の皆様方には、日頃から国保組合の事
業並びに財政運営にご理解ご協力をいただき厚
くお礼申し上げます。
　去る 3月 15 日に開催しました第 109 回組合
会において平成 26 年度事業計画並びに歳入歳
出予算が原案どおり可決承認されました。平成
26 年度の事業計画につきましては、保険料改
定 2年目ということもあり、基本的に平成 25
年度を踏襲したものとさせていただきました。
　歳入歳出予算の関係では、積立金から1億6,800
万円を繰り入れ必要な財源を確保しましたが、
平成 26年度末の積立金残高は約 1億 7,500 万円
に減少しますので、これ以上取り崩すことは厳
しい状況になります。昨年 4月に保険料を改定
させていただきましたが、あくまでも必要最小
限のご負担でということで、暫定的な措置に過
ぎないと考えております。平成 26年度中には、
実質収支の赤字解消を図るための財源確保につ
いて具体的な検討を進め、組合員の皆様方にお
諮りしなければならないと考えております。
　また、平成 26 年度は、5 年毎に実施される
組合員の所得調査を予定しております。これは、
国庫補助金の適正な算定のために、全国の国民
健康保険組合を対象に行うものですので皆様方
のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
　さて、消費税はこの 4月から 8%に引き上げ
られましたが、増税分については、全額、社会
保障の充実・安定化に充てられることになって

おります。社会保障制度改革については、国民
会議が 8月にまとめた報告書に沿って、今後の
方針やスケジュールを明記したプログラム法案
が昨年末に成立しました。現在、暫定的に 1割
となっている 70 歳から 74 歳の医療費の自己負
担の見直しなどを平成 26 年度から順次行うほ
か、一定の条件付きですが、市町村国保の運営
主体を都道府県に移行することなどが盛り込ま
れております。
　今後の方向性として「年齢別から負担能力別
の負担へ」という基本的な考え方が盛り込まれ
ており、具体的には、保険料に係る国民負担の
公平の確保の一つとして、従来から言われてお
ります所得水準の高い国保組合に対する国庫補
助の見直しが挙げられています。これが実施さ
れますと、新たに 1億円の財源を確保する必要
に迫られることになります。国保組合の財政に
大変大きな影響を及ぼすことになりますので、
今後の動向を注視し、適切に対応して参りたい
と考えております。
　今後とも、医療保険者として、保険給付をは
じめ各種事業を安定的に運営していくために、
無駄な経費を見直し、歳出の削減を図るととも
に、中長期的な展望に立った事業計画及び財政
計画に基づいた事業運営並びに国保組合の財政
の健全化・安定化に努めて参りたいと考えてお
りますので、組合員の皆様方の一層のご理解と
ご協力をお願い申し上げます。



平成 26 年度神奈川県薬剤師国民健康保険組合歳入歳出予算総括表
【歳入】 （単位：千円）

款 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 前年度比
1 国 民 健 康 保 険 料 808,804 800,644 8,160 101.0%
2 使 用 料 及 び 手 数 料 10 10 0 100.0%
3 国 庫 支 出 金 229,782 227,329 2,453 101.1%
4 前 期 高 齢 者 交 付 金 2 2 0 100.0%
5 県 支 出 金 1 1 0 100.0%
6 市 支 出 金 700 700 0 100.0%
7 共 同 事 業 交 付 金 13,000 12,000 1,000 108.3%
8 財 産 収 入 400 1,600 △ 1,200 25.0%
9 繰 入 金 168,001 148,282 19,719 113.3%
10 繰 越 金 123,066 116,000 7,066 106.1%
11 諸 収 入 652 1,052 △ 400 62.0%

歳　　 入　　 合　　 計 1,344,418 1,307,620 36,798 102.8%

【歳出】 （単位：千円）

款 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 前年度比
1 組 合 会 費 1,084 1,325 △ 241 81.8%
2 総 務 費 67,025 72,963 △ 5,938 91.9%
3 保 険 給 付 費 737,011 696,571 40,440 105.8%
4 後 期 高 齢 者支援金等 229,020 228,020 1,000 100.4%
5 前 期 高 齢 者納付金等 106,520 74,020 32,500 143.9%
6 老 人 保 健 拠 出 金 50 50 0 100.0%
7 介 護 納 付 金 122,000 115,000 7,000 106.1%
8 共 同 事 業 拠 出 金 等 17,021 18,520 △ 1,499 91.9%
9 保 健 事 業 費 38,446 45,850 △ 7,404 83.9%
10 積 立 金 450 2,800 △ 2,350 16.1%
11 諸 支 出 金 3,791 2,501 1,290 151.6%
12 予 備 費 22,000 50,000 △ 28,000 44.0%

歳　　 出　　 合　　 計 1,344,418 1,307,620 36,798 102.8%

事業主の変更等により薬剤師国保を脱退せざるを得なかった方が
引き続き、薬剤師国保に残ることができるようになりました！

☆詳細については、同封のリーフレットをご覧ください。

神奈川県薬剤師国民健康保険組合規約の一部を改正する規約

神奈川県薬剤師国民健康保険組合規約（昭和 36 年 2 月 1 日）の一部を次のように改正する。

　第６条第１号中「薬局若しくは医薬品販売業を経営する者又は」を「薬局を経営する者若しくは
管理者又は神奈川県薬剤師会会員若しくは」に、同条第２号及び第３号中「経営する」を「経営又
は管理する」に改める。

　 　　附　則
　 　この規約は、平成２６年４月１日から施行する。

　以上、平成 26 年 3 月 15 日開催の第 109 回組合会において可決されたので国民健康保険法施行令第 8 条第 2 項の規定
により公告します。

規約改正の公告【公示】



平成26年度国民健康保険保険料納付額告知公示
　神奈川県薬剤師国民健康保険組合規約第15条の規定により、毎月組合に納付する保険料は、次の区分による額の合

算額です。

1	 第１種組合員（事業主または管理者）	 １人につき月額	 １９，０００円	
2	 第２種組合員（薬剤師従業員）	 １人につき月額	 １７，０００円	
3	 第３種組合員（非薬剤師従業員）	 １人につき月額	 １６，０００円	
4	 第４種組合員（後期高齢者組合員）	 １人につき月額	 １，０００円	
5	 家　　　　族	 １人につき月額	 ９，０００円	

○上記１、２、３、５には、後期高齢者支援金分として４，０００円が含まれます。
○第２号被保険者（40 歳以上 65 歳未満の方）は、上記の該当する保険料に介護納付金分として４，０００円が
上乗せされます。
以上、規約第 19 条の規定により公示します。	 	
	 	

　 70歳から74歳の方の自己負担割合について

　70歳から74歳までの方の医療費の自己負担割合は原則2割ですが、特例措置により1割負担とされてきました。
平成26年度からは、新たに70歳になる方から2割負担となります。

医療費の自己負担割合
所　　得　　区　　分 自 己 負 担 割 合
現 役 並 み 所 得 者 3 割

一 般 及 び 低 所 得 者

平成 26 年 4 月 2 日以降に 70 歳の誕生日を迎える方

（昭和 19 年 4 月 2 日以降生まれの方）
2 割　※ 1

平成 26 年 4 月 1 日までに 70 歳の誕生日を迎えた方

（昭和 19 年 4 月 1 日以前生まれの方）
1 割　※ 2

※ 1　70 歳の誕生月の翌月（ただし、各月 1日が誕生日の方はその月）から 2割になります。
※ 2　平成 26 年 4 月以降も特例措置により、自己負担割合は 1割のまま、据え置かれます。

組合会議員の選任について

　組合会議員に欠員が生じた次の選挙区において、新たに次の方が組合会議員に選任されました。任期は、平成27年

3月31日までとなります。

●「栄」選挙区　　北　内　末　子　	氏
●「泉」選挙区　　伊　東　正　彦　	氏

健診のお知らせ＜４０歳～７４歳の方へ＞
　人間ドックや健康診断を受診するための受診券は、６月上旬ごろに組合から発送しますのでご確認ください。

なお、４～５月に受診される場合には組合までご連絡ください。



参加者には「新江ノ島水族館」の

入場チケットをプレゼント！

 
　今回のウォークの舞台は江の島です。古くは吾妻鏡の中に表記があり、浮世絵に

も度々登場する江の島。江の島の玄関口である江の島弁天橋から先は自由散策とな

ります。

　イラストマップを片手に、日本三大弁財天の一つに数えられている江島神社など

の史跡を思い思いに巡りましょう！

　島内を自由に散策していただいたあと、解散時に「新江ノ島水族館」の入場チケッ

トをお配りします。

　初夏の江の島を歩いて気分スッキリ！水族館で魚に癒されリラックス！

　皆様の申し込みをお待ちしています。

　江島神社の御祭神は、三人姉妹の女神様（宗像三女神）です。奥津宮に多紀理比賣命（たぎりひめ
のみこと）、中津宮に市寸島比賣命（いちきしまひめのみこと）、辺津宮に田寸津比賣命（たぎつひめ
のみこと）が祀られています。さてさて、どんな女神様なのでしょうか？

平成２６年度第１回保健事業

気ままに江の島散策

集合から解散までの間は自由散策です。
江の島イラストマップをお渡しします。
集合場所等その他詳細については、参加者へ直接ご案内します。

行　　　程

● 期　　日：平成２６年５月２５日（日）荒天の場合は中止になることがあります。

● 募集人数：８０名（応募締切５月１５日（木））

● 参 加 費：無料

● 集 合：小田急線　片瀬江ノ島駅　　１０時００分

● 解 散：江の島　青銅の鳥居付近　　１１時３０分（片瀬江ノ島駅まで徒歩８分）

● 申込方法：同封の参加申込書を FAX 又は郵便で組合までお送りください。

※参加賞の水族館チケットは、神奈川県薬剤師国保組合加入者のみとさせていただきます。

ちょっとポイント

～江島神社奥津宮～ ～江島神社中津宮～ ～江島神社辺津宮～


